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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月1日(2011.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に対して発光を行う発光手段を用いた撮影が可能な撮像装置であって、
　複数の測光領域を有し、各測光領域の被写体輝度を測光する測光手段と、
　撮像して得られた画像信号に基づいて前記被写体の顔情報を取得する取得手段と、
　前記発光手段を発光させていないときに前記測光手段により測光して得られた第１の輝
度値と、前記発光手段を発光させているときに前記測光手段により測光して得られた第２
の輝度値との比を、各測光領域について演算する輝度比演算手段と、
　前記輝度比演算手段により演算された各測光領域における前記第１の輝度値と前記第２
の輝度値との比の中から基準となる比の値を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により前記基準となる比の値を抽出する対象となる対象測光領域を、前記
取得手段により取得した前記顔情報に基づいて設定する設定手段と、
　前記抽出手段により抽出された前記基準となる比の値と、前記輝度比演算手段により演
算された各測光領域の比の値とを比較した結果に基づいて、前記測光手段により測光して
得られた各測光領域の輝度値の重み付け演算を行う重み付け演算手段と、
　前記重み付け演算手段による重み付け演算の結果に基づいて、前記発光手段の本発光量
を演算する発光量演算手段と、
を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記取得手段が前記顔情報を取得できない場合、予め決められた測光
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領域を前記対象測光領域に設定することを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記顔情報は、前記撮像装置の撮像画面における被写体に含まれる人物の顔の位置を示
す顔位置情報を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記顔情報は、前記撮像装置の撮像画面における被写体に含まれる人物の顔の位置を示
す顔位置情報と、人物の顔の大きさを示す顔大きさ情報とを含むことを特徴とする請求項
１または２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　被写体に対して発光を行う発光手段を用いた撮影が可能な撮像装置の制御方法であって
、
　複数の測光領域を有し、各測光領域の被写体輝度を測光する測光ステップと、
　撮像して得られた画像信号に基づいて前記被写体の顔情報を取得する取得ステップと、
　前記発光手段を発光させていないときに前記測光ステップにより測光して得られた第１
の輝度値と、前記発光手段を発光させているときに前記測光ステップにより測光して得ら
れた第２の輝度値との比を、各測光領域について演算する輝度比演算ステップと、
　前記輝度比演算ステップにより演算された各測光領域における前記第１の輝度値と前記
第２の輝度値との比の中から基準となる比の値を抽出する抽出ステップと、
　前記抽出ステップにより前記基準となる比の値を抽出する対象となる対象測光領域を、
前記取得ステップにより取得した前記顔情報に基づいて設定する設定ステップと、
　前記抽出ステップにより抽出された前記基準となる比の値と、前記輝度比演算ステップ
により演算された各測光領域の比の値とを比較した結果に基づいて、前記測光ステップに
より測光して得られた各測光領域の輝度値の重み付け演算を行う重み付け演算ステップと
、
　前記重み付け演算ステップによる重み付け演算の結果に基づいて、前記発光手段の本発
光量を演算する発光量演算ステップと、
を有することを特徴とする制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】撮像装置及び制御方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、フラッシュ発光による撮影が可能な撮像装置及び制御方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の目的は、撮影者の期待通りの露出となる確率をより高めることを可能とした撮
像装置及び制御方法を提供することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上述の目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、被写体に対して発光を行う
発光手段を用いた撮影が可能な撮像装置であって、複数の測光領域を有し、各測光領域の
被写体輝度を測光する測光手段と、撮像して得られた画像信号に基づいて前記被写体の顔
情報を取得する取得手段と、前記発光手段を発光させていないときに前記測光手段により
測光して得られた第１の輝度値と、前記発光手段を発光させているときに前記測光手段に
より測光して得られた第２の輝度値との比を、各測光領域について演算する輝度比演算手
段と、前記輝度比演算手段により演算された各測光領域における前記第１の輝度値と前記
第２の輝度値との比の中から基準となる比の値を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によ
り前記基準となる比の値を抽出する対象となる対象測光領域を、前記取得手段により取得
した前記顔情報に基づいて設定する設定手段と、前記抽出手段により抽出された前記基準
となる比の値と、前記輝度比演算手段により演算された各測光領域の比の値とを比較した
結果に基づいて、前記測光手段により測光して得られた各測光領域の輝度値の重み付け演
算を行う重み付け演算手段と、前記重み付け演算手段による重み付け演算の結果に基づい
て、前記発光手段の本発光量を演算する発光量演算手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明によれば、撮影者の期待通りの露出となる確率をより高めることが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　測光用センサ２６は、例えばシリコンフォトダイオード等の光電変換素子から構成され
ており、被写体の輝度に関する情報を得るためのセンサである。測光用センサ２６は、図
３に示すように格子状に複数に分割された受光センサ部２６Ａを備えており、撮像画面の
略全体を視野としている。受光センサ部２６Ａは、本実施の形態では受光視野内が７列×
５行の３５分割されている。３５分割された各受光部をＰＤ１～ＰＤ３５と表記する。測
光用センサ２６は、受光センサ部２６Ａに加えて、信号増幅部や信号処理用の周辺回路等
が同一チップ上に集積回路として作り込まれている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　制御部４１は、カメラ全体の制御を行う。制御部４１は、Ａ／Ｄコンバータ４１ａ、タ
イマ４１ｂ、演算論理ユニット（ＡＬＵ）４１ｃ、ＲＯＭ４１ｄ、ＲＡＭ４１ｅ、シリア
ル通信ポート（ＳＰＩ）４１ｆ等を内蔵したワンチップマイクロコンピュータから構成さ
れている。また、制御部４１は、ＲＯＭ４１ｄに格納されたプログラムに基づき図６ａ、
図６ｂ、図７の各フローチャートに示す処理を実行する。ＲＯＭ４１ｄには、後述のＬＶ
Ｌ０決定用テーブル（図８）、Ｗ（ｉ）値決定用テーブル（図１０）が格納されている。
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【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　信号処理回路４３は、制御部４１の指示に従って撮像素子１２を制御し、撮像素子１２
から出力される撮像信号をＡ／Ｄ変換しながら入力して信号処理を行い、画像信号を得る
。また、信号処理回路４３は、得られた画像信号から被写体（人間）の目・口といった特
徴を抽出して人間の顔を検出し顔情報（顔位置情報、顔大きさ情報）として得る顔検出機
能も有する。また、信号処理回路４３は、得られた画像信号を記憶部５０に記録するに際
して圧縮等の必要な画像処理を行う。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　図１１（ａ）～図１１（ｅ）において、係数Ｋ（ｉ）は、図１１（ａ）のテーブルでは
、Ｋ（１）～Ｋ（８）、Ｋ（１４）、Ｋ（１５）、Ｋ（２１）、Ｋ（２２）、Ｋ（２８）
、Ｋ（２９）、Ｋ（３５）の各値が０で、それ以外の各値は１である。係数Ｋ（ｉ）は、
図１１（ｂ）のテーブルでは、Ｋ（１）～Ｋ（７）、Ｋ（１３）、Ｋ（１４）、Ｋ（２０
）、Ｋ（２１）、Ｋ（２７）、Ｋ（２８）、Ｋ（３４）、Ｋ（３５）の各値が０で、それ
以外の各値は１である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　係数Ｋ（ｉ）は、図１１（ｃ）のテーブルでは、Ｋ（１）～Ｋ（９）、Ｋ（１５）、Ｋ
（１６）、Ｋ（２２）、Ｋ（２３）、Ｋ（２９）、Ｋ（３０）の各値が０で、それ以外の
各値は１である。係数Ｋ（ｉ）は、図１１（ｄ）のテーブルでは、Ｋ（１）、Ｋ（７）、
Ｋ（８）、Ｋ（１４）、Ｋ（１５）、Ｋ（２１）、Ｋ（２２）、Ｋ（２８）～Ｋ（３５）
の各値が０で、それ以外の各値は１である。係数Ｋ（ｉ）は、図１１（ｅ）のテーブルで
は、Ｋ（１）、Ｋ（７）、Ｋ（２９）、Ｋ（３５）の各値が０で、それ以外の各値は１で
ある。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　上記図７のステップＳ１５５では顔位置情報及び顔大きさ情報がクリアされているので
、標準的なＫ（ｉ）値のテーブルである図１１（ａ）のテーブルを選択する。また、ステ
ップＳ１５６では入力されている顔位置情報が撮像画面左端寄りを示す情報であれば、図
１１（ｂ）のテーブルを選択する。入力されている顔位置情報が撮像画面右端寄りを示す
情報であれば、図１１（ｃ）のテーブルを選択する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　入力されている顔位置情報が撮像画面上端寄りを示す情報であれば、図１１（ｄ）のテ
ーブルを選択する。入力されている顔位置情報が撮像画面中央付近或いは撮像画面下端寄
りを示す情報であれば、図１１（ａ）のテーブルを選択する。また、入力されている顔大
きさ情報が所定以上大きい場合には、顔位置情報に因らずに図１１（ｅ）のテーブルを選
択する。その他の構成やフローチャートは全て上記第１の実施の形態にて説明したものを
適用できる。
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